
10.給水装置に関連する法令・条例等（抜粋）

水道法 水道法施行令 水道法施行規則・省令 人吉市水道条例 人吉市水道条例施行規則

（給水装置工事） （給水装置の軽微な変更） （給水装置の定義） （給水装置）

第16条の2 水道事業者は、当該水道によっ 第13条 法第十六条の 第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給す 第2条 給水装置の新設、改造又は修

て水の供給を受ける者の給水装置 二第三項の厚生 るために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管 繕に要する材料は、 日本工業規

の構造及び材質が前条の規定に 労働省令で定め 及びこれに直結する給水用具をいう。 格表示品、第三者認証品又は自

基づく政令で定める基準に適合す る給水装置の軽 己適合品によらなければならな

ることを確保するため、 当該水道事 微な変更は、 単 vヽ゚
業者の給水区域において給水装 独水栓の取替え （給水装置の種類）
置工事を適正に施行することがで 及び補修並びに 第4条 給水装置は、次の3種とする。 （給水の申込み等）
きると認められる者の指定をするこ こま、パッキン等 1号 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの 第3条 他人の給水装置から分岐して
とができる。 給水装置の末端 2号 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの 給水を受けようとするものは、そ

に設置される給 3号 消火栓消防用に使用するもの の給水装置の所有者と連署して
水用具の部品の 申し込まなければならない。
取替え（配管を伴

2項 給水装置の所有者が給水を廃
わないものに限

（給水装置の新設等の申込み） 止し、又は撤去しようとするとき
る。）とする。

第5条 給水装置を新設、増設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律 は、 5日前までに分岐給水使用

第177号）第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装 者に通知しなければならない。こ

置の軽微な変更を除く。）又は撤去（以下「新設等」という。）し の場合、分岐給水使用者が当該

ようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に 給水管取得の手続をしないとき

申し込み、その承認を受けなければならない。 は、廃止したものとみなす。

（新設等の費用負担） （工事の申込み）

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置を新設 第7条 条例第5条の規定により工事を
等をするものの負担とする。ただし、市長が特に必要と認めた 申込みするものは、給水装置申

ものについては、市において、その費用を負担することがあ 込書を提出しなければならない。

る。

（検査）

第13条 条例第36条第2項の規定による

（工事の施行） 簡易専用水道以外の貯水槽水

第7条 給水装置の新設等は、市長又は市長が水道法第16条の2 道の管理及びその管理の状況に

第1項の指定をした者が施行する。 関する検査の受検は、次に定め
るところによるものとする。

2項 市長が水道法第16条の2第1項の指定をした者が工事を施 1号 次に掲げる管理基準に従い、
行する場合は、あらかじめ市長の設計審査及び材料の検査 管理すること。

を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなけ ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1
ればならない。 回、定期に行うこと。

イ 水槽の点検等有害物、汚水等

3項 工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の によって水が汚染されるのを防止

同意を求めるものとする。 するために必要な措置を講ずる
こと。

ウ 給水栓における水の色、濁り、

（給水の原則） 臭い、味その他の状態により供

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上の必要その 給する水に異常を認めたときは、

他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場 水質基準に関する省令（平成15

合のほか、制限し、又は停止することはない。 年厚生労働省令第101号）の表の
上覧に掲げる事項のうち必要な

2項 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日 ものについて検査を行うこと。

時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊 工 供給する水が人の健康を害す
急やむを得ない場合は、この限りでない。 るおそれがあることを知ったとき

は、直ちに給水を停止し、かつ、

3項 第1項の規定による給水の制限又は停止若しくは漏水のた その水を使用することが危険であ

め損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。 る旨を関係者に周知させる措置
を講ずること。

（給水の申込み）

第12条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、市
長に申し込み、その承認を受けなければならない



給水装置に関連する法令・条例等（抜粋）

水道法 水道法施行令 水道法施行規則・省令 人吉市水道条例 人吉市水道条例施行規則

2項 水道事業者は、前項の指定をし 6号 当該給水装置以外の水管その他 （量水器と貸与） 2号 前号の管理に関し、 1年以内ご

たときは、供給規程の定めるところ の設備に直接連結されていないこ 第16条 市が設置した量水器は、水道の使用者又は管理人若しくは とに1回、定期に、水道法（昭和32

により、 当該水道によって水の供給 と。 給水装置の所有者（以下「水道使用者等」という。）に保管させ 年法律第177号）第34条の2第2項

を受ける者の給水装置が当該水道 （解説） 専用水道、工業用水道等の水管 る。 に規定する地方公共団体の機関

事業者又は当該指定を受けた者 その他の設置と直接に連結しては 若しくは厚生労働大臣の登録を

（以下「指定給水装置工事事業者」 ならないとする趣旨である。給水装 2項 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を 受けた者又は市長が認める者に

という。）の施行した給水装置工事 置は、法第3条第9項（給水装置の 保管しなければならない。 よる給水栓における水の色、濁

に係るものであることを供給条件と 定義）によって「配水管から分岐し り、臭い、味に関する検査及び残

することができる。 て設けられた給水管及びこれに直 3項 保管者が前項の保管義務を怠ったために、量水器を亡失 留塩素の有無に関する水質の検

結する給水用具」というのであるか し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければなら 査を受けること。

3項 前項の場合において、水道事業 ら、直結連結する給水用具は全て ない。

者は、当該水道によって水の供給 給水装置の一部となって本条の構

を受ける者の給水装置が当該水道 造、材質の基準が適用されることと

事業者又は指定給水装置工事事 なるのであるが、本号は、水管及び
（水道使用者等の管理上の責任）

業者の施行した給水装置工事に係 「給水用具」でない設備と一時的に
第19条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染

るものでないときは、供給規程の定 も直接に連結することを禁止した規
し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるとき

めるところにより、その者の給水契 定である。工業用水道の水管との
は、直ちに市長に届け出なければならない。

約の申込みを拒み、 又はその者に 連結、その他の給水用具とはいえ

対する給水を停止することができ ない設備との連結は、水道水を汚
2項 給水装置の修繕に要する費用は、水道使用者等の負担と

る。ただし、厚生労働省令で定める 染するおそれが
する。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しない

給水装置の軽微な変更であるとき、 ことがある。
又は当該給水装置の構造及び材

7号 水槽、プール、流しその他水を入
質が前条の規定に基づく政令で定

れ、又は受ける器具、施設等に給
める基準に適合していることが確認

水する給水装置にあっては、水の
されたときは、この限りでない。

逆流を防止するための適当な措置 （給水装置の検査等）
が講ぜられていること。 第30条 市長は、職員に水道の管理上必要があると認めたときは、

（解説） 水槽、プール、流し等に給水する 給水装置を検査させ、水道使用者等に対し、適当な措置を

給水装置にあっては、装置内が負 指示することができる。

（給水装置の検査） 圧になった場合に貯留水等が逆流

第17条 水道事業者は、日出後日没前に するおそれがあるので、それらと十

限り、その職員をして、当該水道に 分な吐水口空間を保持し、又は有 （給水装置の基準違反に対する措置）
よって水の供給を受ける者の土地 効な逆流防止装置を具備する等水 第31条 市長は、使用中の給水装置の構造及び材質が水道法施行
又は建物に立ち入り、給水装置を の逆流防止の措置を講じなければ 令（昭和32年政令第336号）第5条に定める基準に適合してい
検査させることができる。ただし、人 ならないとする趣旨である。 ないときは、適合させるまでの間、給水を停止することがあ
の看守し、若しくは人の住居に使 る。
用する建物又は閉鎖された門内に
立ち入るときは、その看守者、居住 2項 前項各号に規定する基準を適用
者又はこれらに代るべき者の同意 するについて必要な技術的細目 （給水の停止）
を得なければならない。 は、厚生労働省令で定める。 第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使

（要旨） 本条は、給水装置からの水の汚 用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することが

染を防止する等の観点から、給水 できる。

2項 前項の規定により給水装置の検 装置の構造及び材質が政令で定 1号 水道の使用者が、工事費、修繕費又は料金・手数料を指定

査に従事する職員は、その身分を める基準に適合していないときは、 期限内に納入しないとき。
示す証明書を携帯し、関係者の請 供給規程に定めるところにより給水 2号 水道の使用者が、正当の理由がなくて、量水器の検針又は
求があったときは、これを提示しな 契約の申込みを拒み、又は給水を 検査を拒み、又は妨げたとき。
ければならない。 停止できること規定したものであ 3号 給水栓を、 汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使

る。 用する場合において、 警告を発しても、なお、これを改めない

ときC

（過料）

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、 5万円
以下の過料を科することができる。

1号 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

2号 正当な理由がなくて、第23条の量水器の検針、第30条の検
査又は前条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

3号 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者



給水装置に関連する法令。条例等（抜粋）

水道法 水道法施行令 水道法施行規則・省令 人吉市水道条例 人吉市水道条例施行規則

（料金を免れた者に対する過料）
第34条 市長は、詐偽その他不正の行為によって第22条の料金又

は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた
金額の5倍に相当する金額（当該5倍に相当する金額が5万円
を超えないときは、 5万円とする。）以下の過料を科することが
できる。

（市長の責務）
第35条 市長は、貯水槽水道（水道法第14条第2項第5号に定める

貯水槽水道をいう。以下同じ。）の管理に関し必要があると認
めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧
告を行うことができるものとする。

2項 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理
等に関する情報提供を行うものとする。

（設置者の責務）
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（水道法第3条第7項に定

める簡易専用水道をいう。次項において同じ。）の設置者は、
水道法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、
及びその管理の状況に関する検査を受けなければならな

し‘゜

2項 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者
は、市長の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及
びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければなら
なVヽ。





11.指定工事業者に関連する法令・条例等（抜粋）

水道法 水道法施行令 水道法施行規則・省令 人吉市水道局指定給水装置工事事業者規則

（指定の申請） （指定の申請） （用語の定義）

第25条の2 第16条の2第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う 第18条 法第25条の2第2項の申請書は、様式第1 第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

者の申請により行う。 によるものとする。 よる。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添 1号 法水道法（昭和32年法律第177号）をいう。

2項 第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、厚生労 えなければならない。 2号 政令水道法施行令（昭和32年政令第336号）をいう。

働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 1号 法第25条の3第1項第3号イからホまでのい 3号 施行規則水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）をいう。
申請書を水道事業者に提出しなければならない。 ずれにも該当しない者であることを誓約する 4号 給水装置需要者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設け

2号 法人にあっては定款及び登記事項証明 られた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その 書、個人にあってはその住民票の写し又は 5号 給水装置工事給水装置の新設、改造、修繕（施行規則第13条で定める給水装

代表者の氏名 3項 前項第1号の書類は、様式第2によるものと 置の軽微な変更を除く。）又は撤去の工事をいう。

2号 当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の する。 6号 主任技術者給水装置工事主任技術者をいう。

事業を行う事業所（以下この節において単に「事業所」と
いう。）の名称及び所在地並びに第25条の4第1項の規定
によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給 第19条 法第25条の2第2項第4号の厚生労働省令 （業務処理の原則）
水装置工事主任技術者の氏名 で定める事項は、次の各号に掲げるものとす 第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則及び条例の規定並びにこれらの規定に基

る。 づく市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

3号 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及 1号 法人にあっては、役員の氏名

び数 2号 指定を受けようとする水道事業者の給水区

4号 その他厚生労働省令で定める事項 域について給水装置工事の事業を行う事業
所（第21条第3項において単に「事業所」とい （指定の申請）
う。）において給水装置工事主任技術者とし 第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

（指定の基準） て選任されることとなる者が法第25条の5第1 2項 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定

第25条の3 水道事業者は、第16条の2第1項の指定の申請をした 項の規定により交付を受けている給水装置 申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、 工事主任技術者免状（以下「免状」という。） 1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名
同項の指定をしなければならない。 の交付番号 2号 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所（以下

3号 事業の範囲 「事業所」という。）の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの

1号 事業所ごとに、次条第1項の規定により給水装置工事 事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が

主任技術者として選任されることとなる者を置く者であるこ 交付を受けている免状の交付番号

と。 （厚生労働省令で定める機械器具） 3号 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

2号 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であるこ 第20条 法第25条の3第1項第2号の厚生労働省令 4号 事業の範囲

と。 で定める機械器具は、次の各号に掲げるもの 3項 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

3号 次のいずれにも該当しない者であること。 とする。 1号 次条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を 1号 金切りのこその他の管の切断用の機械器 2号 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその

得ないもの 具 住民票の写し又は外国人登録済証明書の写し

ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わ 2号 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加 4項 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

り、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過し 工用の機械器具

ノ、 第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その 3号 トーチランプ、パイプレンチその他の接合

取消しの日から2年を経過しない者 用の機械器具 （指定の基準）

二 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが 4号 水圧テストポンプ 第5条 市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合してい

あると認めるに足りる相当の理由がある者 ると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

ホ 法人であって、その役員のうちにイから二までのいずれ 1号 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者

かに該当する者があるもの を置くものであること。

（給水装置工事主任技術者の選任） 2号 次に定める機械器具を有する者であること。

2項 水道事業者は、第16条の2第1項の指定をしたときは、 第21条 指定給水装置工事事業者は、法第16条の ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければ 2の指定を受けた日から2週間以内に給水装 イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

ならない。 置工事主任技術者を選任しなければならな ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
vヽ
゜

工 水圧テストポンプ

2項 指定給水装置工事事業者は、その選任し 3号 次のいずれにも該当しない者であること。

（給水装置工事主任技術者） た給水装置工事主任技術者が欠けるに至っ ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

第25条の4 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第3項各 たときは、当該事由が発生した日から2週間 イ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

号に掲げる職務をさせるため、厚生労働省令で定めると 以内に新たに給水装置工事主任技術者を選 た日から2年を経過しない者

ころにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受け 任しなければならない。 ウ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任し 工 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相
なければならない。 3項 指定給水装置工事事業者は、前2項の選 当の理由がある者

任を行うに当たつては、 1の事業所の給水装 才 法人であってその役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

2項 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術 置工事主任技術者が、同時に他の事業所の

者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届 給水装置工事主任技術者とならないようにし

け出なければならない。これを解任したときも、同様とす なければならない。ただし、 1の給水装置工事 （指定工事業者証の交付）
る。 主任技術者が当該2以上の事業所の給水装 第6条 市長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に人吉市水

置工事主任技術者となってもその職務を行う 道局指定給水装置工事事業者証（以下「指定工事業者証」という。）を交付する。

3項 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実 に当たつて特に支障がないときは、この限り

に行わなければならない。 でない。



指定工事業者に関連する法令・条例等（抜粋）

水道法 水道法施行令 水道法施行規則・省令 人吉市水道局指定給水装置工事事業者規則

1号 給水装置工事に関する技術上の管理
2号 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 第22条 法第25条の4第2項の規定による給水装置 2項 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受け

3号 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十 工事主任技術者の選任又は解任の届出は、 たときは、指定工事業者証を市長に返納するものとする。

六条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているこ 様式第3によるものとする。 3項 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けた
との確認 ときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。

4号 その他厚生労働省令で定める職務 4項 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請す

（給水装置工事主任技術者の職務） ることができる。

4項 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技 第23条 法第25条の4第3項第4号の厚生労働省令
術者がその職務として行う指導に従わなければならない。 で定める給水装置工事主任技術者の職務

は、水道事業者の給水区域において施行す （変更等の届出）
る給水装置工事に関し、当該水道事業者と 第7条 指定工事業者は、次に掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業
次の各号に掲げる連絡又は調整を行うことと を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところによりその旨を市長に届

（変更の届出等） する。 け出なければならない。

第25条の7 指定給水装置工事事業者は、 事業所の名称及び所在 1号 配水管から分岐して給水管を設ける工事を 1号 事業所の名称及び所在地
地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったと 施行しようとする場合における配水管の位置 2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
き、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、 若しくは の確認に関する連絡調整 3号 法人にあっては役員の氏名
再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その 4号 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
旨を水道事業者に届け出なければならない。 2号 第36条第1項第2号に掲げる工事に係るエ

法、エ期その他の工事上の条件に関する連 2項 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、 変更のあった日から30日以内
絡調整 に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて市長に提出

3号 給水装置工事（第13条に規定する給水装 しなければならない。

（事業の基準） 置の軽微な変更を除く。）を完了した旨の連 1号 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、 法人にあっては定款又は寄附行為

第25条の8 指定給水装置工事事業者は、厚生労働省令で定める 絡 及び登記節の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正 2号 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第
な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。 2による第5条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する

書類及び登記簿の謄本

3項 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止

（給水装置工事主任技術者の立会い） し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開

第25条の9 水道事業者は、第17条第1項の規定による給水装置の したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11によ

検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を る届出書を市長に提出しなければならない。

施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装
置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術
者を検査に立ち会わせることを求めることができる。 （指定の取消し）

第8条 市長は、指定工事業者が次のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定
を取り消すことができる。

1号 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

（報告又は資料の提出） 2号 第5条各号に適合しなくなったとき。

第25条の10 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当 3号 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行し 4号 第12条各項の規定に違反したとき。
た給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求 5号 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な
めることができる。 工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

6号 第16条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。

7号 第17条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽
の報告若しくは資料の提出をしたとき。

（指定の取消し） 8号 その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大で

第25条の11 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号 あるとき。

のいずれかに該当するときは、第16条の2第1項の指定を

1号 第25条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
（指定の停止）

2号 第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。 第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に梢酌すべき特段の事情が
あるときは、市長は、指定の取消しに替えて6月を超えない期間を定め指定の効力

3号 第二十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽 を停止することができる。

の届出をしたとき。

4号 第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に
関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営 （指定等の公示）
をすることができないと認められるとき。 第10条 市長は、指定工事業者に関し次に掲げる事項に該当するときは、その都度これを

公示する。

5号 第25条の9の規定による水道事業者の求めに対し、正 1号 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
当な理由なくこれに応じないとき。 2号 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再

開の届出があったとき。

3号 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
4号 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。



指定工事業者に関連する法令・条例等（抜粋）

水道法 水道法施行令 水道法施行規則・省令 人吉市水道局指定給水装置工事事業者規則

6号 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理 （主任技術者の職務等）
由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提 第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

出をしたとき。 1号 給水装置工事に関する技術上の管理

2号 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

7号 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害 3号 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適

を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 合していることの確認

4号 給水装置工事に関し市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

8号 不正の手段により第16条の2第1項の指定を受けたと ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管

き。 の位置の確認に関する連絡調整

2項 第25条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。 イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、エ期その他の給水装置工事上の条件に
関する連絡調整

ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡

2項 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わな
ければならない。

（主任技術者の選任等）

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに
主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2項 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由
が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なけれ
ばならない。

3項 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様
式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4項 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、 1の事業所の主任技
術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただ
し、 1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行う
に当たって特に支障がないときは、この限りでない。

（事業の運営に関する基準）

第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従
い、適正な事業の運営に努めなければならない。

1号 給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから当
該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

2号 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口か
ら水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋
設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うこと
ができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を
実地に監督させること。

3号 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けたエ法、エ期
その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

4号 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行
技術の向上のために研修の機会を確保するよう努めること。

5号 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置

を設置すること。

イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用するこ
と。

6号 施行した給水装置工事ごとに第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲
げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存する
こと。

ア 施主の氏名又は名称
イ施行の場所

ウ施行完了年月日
工 主任技術者の氏名

才竣工図
力 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果



指定工事業者に関連する法令・条例等（抜粋）

水道法 水道法施行令 水道法施行規則・省令 人吉市水道局指定給水装置工事事業者規則

（設計審査）
第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるときは、設計審

査に係る申請書に設計図を添えて市長に提出しなければならない。

（工事検査）
第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるとき

は、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなけれ
ばならない。

2項 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこ
れを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

（主任技術者の立会い）
第16条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検

査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指
定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又
は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることが

（報告又は資料の提出）
第17条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に

対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

（講習会）
第19条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定

工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講
習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。


